
交流センターを看lJ用するに湯たつ冒

平成 18年 4月 1日 から、日立市の公民館 。コミュニティセンター。ふれあい

プラザは、交流センターとしてスタートしました。交流センターは地域活動の拠

点として、多くの皆様が交流し利用されることを目的としています。

施設を利用される皆様には、各施設の使用のきまりや次のことを守つて、正し

く利用してくださいますようお願いいたします。

●営利を目的とした活動には利用できません。

企業や業者による宣伝や促進活動には利用できません。また、講師や指導者

が生徒を募 り会費を徴収するような場合も営利活動とみなされ、利用するこ

とはできません。なお、自主グループ等が講師を頼み社会通念上常識的な範囲

で謝ネLを支払 うような場合は例外とします。

●施設利用回数に制限を設けることがあります。

交流センターは、地域活動を通 して多くの市民が交流することを目的とし

ています。このため、できるだけ多くの方に利用 していただくために、週単位

もしくは月単位で利用回数の上限を決めることがあります。

●申し込みは正しく正確に

利用にあたつての申し込みは、利用者が正 しく申請 してください。虚偽の申

し込みが判明した時は、以降の利用をお断 りすることがあります。

●冷暖房等は施設の判断で

当施設は、多くの市民に利用 してもらうため、基本的に無料 としています。

(一部コピー機等例外もあります )。 また、施設の維持管理費は限られた経費

の中で効率的に運営 していかなければなりません。このため、冷暖房等の使用

にあたつては、施設の判断を優先させていただきますのでご了承願います。

●他の利用者のことも考えて

交流センターでは、様々な活動が行われています。このため他の利用者の活

動の妨げにならないようお互いが気を付けて利用 して下さい。

交流センターの運営は地域住民により構成された運営委員会があたります。

施設ごとの「使用のきまり」等を守って、お互い地域の中で気持ち良く利用し下

さい。



日立市宮田交流センター使用のきまり

1 利用できる人
(1)原貝∬として、日立市民及び日立市に通動、通学している人。
(2)次の各号に該当するものは、使用できません。
① 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。

② 営利を目的と認められるとき。

③ 宗教的、政治的行事に関して使用するとき。

④ その他、管理上支障があるとき。

2 開館している時間
午前 9時から午後 9時まで (下記休館 日を除く)

3 休館日
※4 硼
年末年女台 (12月 29日 ～ 1月 8日 )

他に宮田交流センター運営委員会が特に必要と認めた日

4 利用方法
(1)申 し込み方法

年前 9時 00分～午後 8時 80分までに交流センか―の窓ロヘ直接申し込んでください。

※ 1              ^

(2)申込期間

運営委員会が認めた行事……………………3ヶ月前から

(公的組織 。団体に関する行事 )

◎市 関 係 一 コミュニティ協イ9J課、高齢福祉課、福祉総務課、健康づくり推進課 等
◎学区関係 ・・。宮田学区コミュニティ推進会、学区支部、ふれあいサロン、

民生委員 。児童委員協議会 等
登録利用者団体が行 う行事―……。…… 2ヶ 月前から

登録をしていない団体が行 う行事、 
※1個
人の利用 御は用人数 4人以下 (1人可)での利用)

…………… lヶ月前から(但し申込時 1園につき 1カ所)

(3)利用の制限
,公共の行事を優先とし、多くの市民に出来るだけ公平に利用していいただくため、原則として

登録利用者団体および個人は週 1回で

してしヽる 日時以外 のイま用についてι女、都 屋が窄 い
~(:ヤ
るヽ ● 力 歩練 1ン  ~“守周 F日日爺 か 兆の 申譜 呼

付とし、使用することができま込 ※2

・公共の行事を優先とし、予約後に変更になることもあります。

`施設を不ll用できる団体を構成する人数は、 5名以上とします。

。当センターを定理的に使用する団体は、利用者団体登録申請書を提出してください。

(4)利用時間の区分  ※5
e午前 年前 9時から午後 1時 00分
・午後 午後 1時から午後 5時 00分
・夜間 年後 5時から午後 9時 00分
上記、時間区分の中で使用する場合は、週 1回、 1日 1回までの利用とします。
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5 利用者の心得
(1)使用時間を厳守 して下さい。 (入室時刻は、利用 からとします。)※ 5
(2)使用後は、使用備品を元に戻し、必ず室内の清掃を行つてください。

(終了時亥ど1 0分前には清掃を終わらせて点検出来るようにしてください。)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

※3(9)

発生したゴミは各自必ずお持ち帰りください。

音響及び騒音などで他の利用者に迷惑をかけるような行為は慎んでください。

備品 (マイク 8ビデオ oオーディォ)等を使用する時は必ず事務室に申し出てください。
建物の一部、設備及び備品などを破損させた場合は速やかに事務室に報告して下さい。

修繕 。修理の費用は原則として破損させた当事者の負担とします。

使用後は、使用報告書を事務室に提出し、協力員の確認を受けて下さい。

敷地内は全て禁煙とします。

館内は原貝J飲食不可とします。但し、運営委員会又は運営委員長が許可する場合もあります。

6 その他
(1)「 日立市交流センターの設置及び管理に関する条例・規貝J」 及び「使用のきまり」に違反する

恐れがある時には利用できません。

(2)アルコール類は、飲用しないこと。但し、団体によっては責任者の申請により、一定の条件
のもとで運営委員会が許可することもあります。

(3)交流センターの一斉清掃
毎年 9月 ・ 3月 に行 う全館一斉清掃日には、利用者団体に登録 している企ての団体に参加

を依頼します。

(4)印刷機、コピー機等の使用料金は下記のとおりとします。

項  目
金 額

備 考
用紙代 インク代

1 印刷機マスター原紙代 100円 原紙 1枚につき
2 臣聞 J代 (B5。 A4) 2円 1円 1枚につき
3 F口帰J代 (B4`A3) 3円 2円 1枚につき

4 コピー代 (白黒) 10円 1枚につき

5

コピー代 (カ ラーA5) 30円

コピー代 (カ ラーA4) 50円 〃

コピー代 (カ ラーA3) 80円 〃

コピー代 (カ ラーB5) 40円 〃

コピー代 (カ ラーB4) 70円 〃

※印刷用紙持ち込みの場合は、マスター原紙代とインク代を徴収 します。

(5)利用団体の登録は、毎年 2月 に行います。

7 上記に定めのない事項は、運営委員会の協議により決定します。

附貝J このきまりは、平成 24年
このきまりは、平成 26年
このきまりは、平成 29年
このきまりは、平成 31年

4月  1日
4月  1日
4月 1日

4月  1日

一部改正

一部こ女正

一部改正

一部改正
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※ 1

※ 2

※ 3

※4

※ 5

令和

令和

令和

令和

令和

このきまりは、

このきまりは、

このきまりは、

このきまりは、

このきまりは、

3年  1月  6日

4年 12月 27日

6年 12月  1日
7年-10月  1日

8年  4月  1日

一部改正

一部改正

一部改正

一部改正

一部改正
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